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町
で
は
、
平
成
19
年
４
月
に
障
害

者
基
本
法
第
11
条
第
３
項
に
基
づ
く

「
五
霞
町
障
害
者
計
画
」
を
策
定
し
、

併
せ
て
障
害
者
自
立
支
援
法
第
88
条

第
１
項
に
基
づ
く
「
五
霞
町
障
害
福

祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
21
年
３
月
に
は
障
害
者
自
立
支

援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
計
画
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。
　
　

　
今
回
の
計
画
は
、
「
第
２
期
五
霞

町
障
害
福
祉
計
画
」

の
見
直
し
時
期
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・

相
談
支
援
及
び
地
域

生
活
支
援
事
業
の
種

類
と
量
の
確
保
に
関

す
る
新
た
な
計
画
と

し
て
、
平
成
24
年
度

か
ら
平
成
26
年
度
ま

で
の
３
カ
年
を
計
画

期
間
と
す
る
「
第
３

期
五
霞
町
障
害
福
祉

計
画
」
を
策
定
し
ま

し
た
。

　
現
在
、
国
で
は

「
障
害
者
制
度
改
革

の
推
進
の
た
め
の
基

本
的
な
方
向
に
つ
い

て
」
に
基
づ
い
て
、

障
害
者
に
係
る
制
度

の
集
中
的
な
改
革
の

推
進
を
図
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
し
か

し
、
障
害
者
の
地
域

で
の
安
心
し
た
暮
ら

し
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
は
継
続

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
引
続
き
本

町
に
お
け
る
障
害
者
福
祉
の
基
本
理

念
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会

の
実
現
」
に
基
づ
き
誰
も
が
暮
ら
し

や
す
い
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
も

の
で
す
。

主
な
内
容

◎
数
値
目
標
の
見
直
し

　
第
２
期
障
害
福
祉
計
画
（
平
成
21

年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
）
の
現

状
の
把
握
と
地
域
に
お
け
る
課
題
等

を
踏
ま
え
、
第
３
期
障
害
福
祉
計
画

と
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量

や
方
策
を
定
め
ま
し
た
。

◎
計
画
の
推
進
に
向
け
て

①
五
霞
町
地
域
自
立
支
援
協
議
会
の

設
立

　
地
域
に
お
け
る
障
害
者
施
策
を
推

進
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な
社
会
資

源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
県
、
医
療
機

関
、
企
業
、
教
育
機
関
な
ど
関
係
機

関
が
情
報
を
交
換
し
、
連
携
を
強
化

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
本
町
で
は
地
域
の
障

害
福
祉
に
関
す
る
協
議
の
場
と
し
て
、

定
期
的
に
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
及
び

在
宅
ケ
ア
チ
ー
ム
会
議
を
開
催
し
て

き
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
町
の
実
情
に
応
じ
た
体

制
整
備
の
方
向
性
を
検
討
す
る
中
心

的
な
役
割
と
し
て
、
「
五
霞
町
地
域

自
立
支
援
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
全
体
の
調
整
・

連
携
の
核
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
運
営
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

②
相
談
体
制
の
充
実

　
障
害
の
あ
る
方
が
、
で
き
る
限
り

身
近
な
と
こ
ろ
で
総
合
的
な
相
談
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
相
談
機
関
の
確

保
と
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
障

害
の
あ
る
人
や
家
族
を
継
続
的
に
支

援
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
努

め
ま
す
。

③
就
労
支
援
の
推
進

　
地
域
の
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継

続
支
援
の
事
業
者
と
の
情
報
交
換
を

深
め
る
と
と
も
に
、
茨
城
県
が
行
っ

て
い
る
各
種
の
就
労
支
援
事
業
の
普

及
啓
発
と
利
用
促
進
に
努
め
ま
す
。

④
五
霞
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連

携
強
化

　
五
霞
町
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
地

域
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
五
霞
町
社
会
福
祉
協

議
会
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、
障
害

者
の
相
談
支
援
機
能
や
権
利
擁
護
事

業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
推
進
な

ど
に
努
め
ま
す
。

⑤
福
祉
人
材
の
確
保

　
新
た
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
創
設
さ
れ
る
地
域
移
行
支
援

や
地
域
定
着
支
援
は
、
障
害
者
が
地

域
で
自
立
し
て
生
活
す
る
う
え
で
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
地

域
の
相
談
支
援
事
業
者
と
連
携
を
強

化
し
、
き
め
細
か
な
相
談
体
制
、
調

整
等
が
行
え
る
よ
う
、
福
祉
人
材
の

確
保
に
努
め
ま
す
。

⑥
虐
待
防
止
の
推
進

「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の

擁
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る

法
律
」
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

障
害
者
虐
待
の
相
談
窓
口
と
な
る
市

町
村
障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
の

機
能
を
確
保
し
ま
す
。

⑦
障
害
福
祉
制
度
の
普
及
・
啓
発
、

情
報
提
供
の
推
進

　
今
後
、
国
で
は
障
害
者
制
度
改
革

推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま

え
、
障
害
者
に
係
る
制
度
の
改
正
等

が
行
わ
れ
る
見
込
み
で
す
。
そ
の
た

め
、
引
続
き
障
害
福
祉
制
度
の
普
及

・
啓
発
、
情
報
の
提
供
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

⑧
計
画
の
進
行
管
理

　
障
害
福
祉
計
画
を
着
実
に
推
進
し

て
い
く
た
め
、
「
五
霞
町
地
域
自
立

支
援
協
議
会
」
に
て
、
本
計
画
の
達

成
状
況
等
を
報
告
し
、
適
宜
、
計
画

の
点
検
・
評
価
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
第
３
期
五
霞
町
障
害
福
祉
計
画

　
　
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
現

■計画の期間


